
 令和８年度地域密着型企業誘致事業委託業務仕様書（案） 

 

長野県産業労働部産業立地・IT振興課 

 

この業務仕様書は、長野県（以下「委託者」という。）が行う令和８年度地域密着型企業

誘致事業の業務（以下「本業務」という。）を委託するに当たり、本業務を受託する事業者

（以下「受託者」という。）を募集するため、その仕様等に関し必要な事項を定めるもので

ある。  

 

１ 業務名  

令和８年度地域密着型企業誘致事業委託業務 

 

２ 業務の目的  

価値観の多様化や、デジタル技術の進歩などが急速に進む中で、企業においてはビジネ

ス課題や多様化するニーズを拾い上げ、技術を利用して製品としてデザインし、新しい商

品やサービスを生み出していくことが重要になっている。そのサービスやデザインを地

域で実証する過程で、企業が地域に根づきその地域に立地する事例が増加している。 

本業務は、地域の課題や魅力、可能性を県内外の企業と結び付け、地域と企業の間での

新しいサービス開発等や実証プロジェクトの構築を促進・支援し、長野県内の新産業の創

出、雇用の増加、付加価値の高い先進的ビジネス創造につなげ、地域に企業が根付く新し

い企業立地のモデルを目指すことを目的とする。 

さらに、本事業を通じて、地方自治体の担当職員が共創による取組を学び、民間やその

他団体との共創の取組を自治体が進んで行い、長野県全域で共創による取組が多く生ま

れる仕組みづくりを目指していく。 

また、地方自治体と企業のさらなるマッチング促進や、プロジェクトの質向上を目的と

して地方自治体や企業、それぞれのニーズや強み、プロジェクトの進捗状況等を共有でき

るようなウェブ上のコミュニティコンテンツを構築し、継続的な企業と地域の関係性を

構築し、企業立地への可能性をさらに深める仕組みづくりを行う。 

 

３ 委託期間 

契約締結日から令和９年（2027年）３月 23日まで 

 

４ 委託者の選定方法 

  公募型プロポーザル方式とする 

 

 

 

 

 



５ 事業内容 

(1) スケジュール 

以下のとおりとする。なお、詳細日程は、委託者と受託者が協議のうえ決定する。 

日 程 項 目 

３月～４月 ・地方自治体に対する地域の魅力向上テーマの募集（産業立地・

IT振興課が実施） 

・公募型プロポーザル実施 

４月～６月 ・地方自治体へのヒアリング、テーマの抽出、ブラッシュアップ 

・ウェブ上のコミュニティコンテンツの立ち上げ 

・前年度事業の検証、事例の横展開へ向けた研究の開始 

７月～８月 ・地域の魅力向上テーマの公表、企業募集開始 

・コミュニティコンテンツの活用促進 

９月 ・応募企業と地方自治体のマッチング 

・マッチング後のフォローアップ対応 

10月～２月 ・マッチング後のフォローアップ対応 

・応募企業と県内企業・団体との連携機会の創出 

２月下旬 ・成果報告会の開催 

 

(2) 委託業務の内容 

受託者は、企業と自治体が共創の取組により地域の魅力向上を目指すプロジェクト

の実施を可能とするマッチング支援（別紙１「事業のマッチングイメージ」を参照）を

実施するとともに、ウェブ上のコミュニティコンテンツの立ち上げを行うこと。 

①テーマの磨き上げ 

 受託者は、地方自治体から募集したテーマについて、地方自治体にヒアリング等

を行い、目指したい姿や問題意識を共有し、県内外企業と共に解決したいポイント

を明確にすること。また、ヒアリングの過程で地域課題等の深堀り、対象地方自治

体の絞り込みを行うとともに、テーマの磨き上げの際には、商工団体や地域金融機

関等との連携を検討し、より効果的な取組の創出に努めること。 

なお、テーマの深掘り・磨き上げ、対象地方自治体の絞り込みについては、その

実施方法、絞り込み数、その根拠を詳細に提案書に記載すること。対象地方自治体

の担当者の本事業に対する理解を深める取組など、独自の提案があれば提案書に

記載すること。 

   

②企業と地方自治体・テーマ提出団体とのマッチング 

     受託者は、ブラッシュアップしたテーマを県内外企業に PRし、応募のあった企

業とテーマがマッチングする場を調整・設定し、テーマに係る地域の魅力向上や地

域課題を解決できる県内外企業の絞り込み、テーマを効果的に進めることができ

る企業の絞り込みを行うこと。また、テーマ提出団体と引き合わせが実現できるよ

う遂行管理を行うこと。 



提案書には、テーマと県内外企業のマッチングの手法、その根拠を詳細に記載す

ること。受け皿となる地方自治体の強化、スキルの向上に関する取組があれば提案

書にて提案すること。 

県内外企業の募集にあたって、強みがあれば提案書に記載すること。 

 

③マッチング後のフォローアップ 

     受託者は、マッチング後、テーマへの取組に向けた調整を行い、必要に応じて県

内外企業が対象地域にあるサテライトオフィス等へ入居や立地できるようフォロ

ーアップ等を行うこと。 

テーマ提出団体と県内外企業の検討が円滑にスタートできるよう遂行管理をす

ること。      

提案書には、マッチング後の県内外企業や自治体との対応で生じる業務を列挙

し、そのために受託者が行う対応を記載すること。 

また、本事業終了後においても、対象地方自治体に県内外企業が留まり事業を続

けることが出来ることや、長野県への立地につなげる独自の提案があれば記載す

ること。 

各プロジェクトが次年度以降も各地域で独自に継続・発展するための工夫や、プ

ロジェクト伴走支援ノウハウを県に蓄積するための手法を提案書に記載すること。 

 

④プロジェクトの PR・事業分析 

受託者は、本事業の効果を PRし、県内外での認知を強化するとともに、横展開

や県内産業への影響力の拡大のための施策を実施すること。また、事業におけるイ

ベントについて必要に応じて委託者と相談の上、広報データの作成や、広報媒体の

利用も行うこと。 

 さらに、次年度以降継続的な事業実施が可能となるようモデル化に向けた成功

事例の要因分析や価値のニーズ分析を行うこと。事例の横展開にむけた工夫や効

果的な取組があれば記載すること。 

   

⑤ウェブ上のコミュニティコンテンツの立ち上げ 

受託者は、地方自治体と企業のさらなるマッチング促進や、プロジェクトの質向

上を目的として、参加者同士の継続的なコミュニケーション、プログラム期間外で

の自治体と企業のマッチング、本事業で蓄積されたノウハウの共有を可能とする

ウェブ上のコミュニティコンテンツについて、その内容やツールを提案すること。 

また、翌年度以降、本コミュニティコンテンツも活用したマッチングが可能とな

るように提案をすること。 

なお、昨年度試験的に運用したコミュニティコンテンツを活用し、更に発展させ

る提案も可能（別紙２「試験的コミュニティコンテンツ概要」を参照）。昨年度試

験的に運用したコミュニティコンテンツの状況や、過去５年間の本事業参加者の

情報や事例は委託者から提供する。 



さらに、②～④についての内容について、本コミュニティコンテンツを活用する

アイディアがある場合は、併せて記載すること。 

     使用するツールや、発信する情報、登録対象、具体的な運用・コミュニティコン

テンツ内コミュニティの活性化の方法については、最終的に受託後に委託者と相

談の上、決定すること。 

 

６ 成果品 

 受託者は、本事業完了後、県が指定する日までに業務完了報告書を紙媒体１部、電子デ

ータ（PDF形式及び Word等の編集可能な形式）で委託者に提出すること。 

 

７ 完了検査 

(1) 受託者は、本業務の完了後に委託者の検査を受けるものとする。 

 (2) 受託者は、検査の結果、委託者から補正の指示があった場合は、速やかに補正を行 

い、再検査の合格をもって完了とする。  

 

８ 業務の実施体制 

(1) 業務全体を統括するための統括責任者を置くこと。 

(2) 統括責任者は、業務執行に必要な要員を確実に手配・確保すること。また、業務実施

体制表を作成し、委託者へ提出すること。提案書においては、県担当者との連絡調整の

方法、打ち合わせの頻度等について明記すること。 

(3) 統括責任者は、業務執行の進捗状況を常に把握し、定期的に委託者へ書面で報告する

こと。 

 

９ 対象経費  

(1) 本業務委託の対象となる経費は、以下のとおりとする。  

ア 受託事業に従事する職員の人件費 

イ 報償費（マッチングの際の有識者等への謝金） 

  ウ 旅費（職員等の旅費） 

エ 需用費（資料等印刷費、事務用品費等） 

オ 役務費（通信費（郵便代、電話代等）、事業周知の広告料、振込手数料等） 

カ 使用料及び賃借料（会場費、機材の借り上げ費用等） 

キ その他事業実施に必要な経費 

(2) 一般管理費 各事業経費（人件費を除く直接経費）の合計額の 10％以内であること 

(3) 対象とならない経費  

ア 機械・機器等の購入経費 

イ 土地・建物を取得するための経費 

ウ 施設や設備を設置または改修するための経費 

エ 国や地方自治体等の補助金、委託費等により既に支弁されている経費 

オ 飲食に係る経費 



カ その他、事業との関連が認められない経費 

(4) この他、委託料に関する事項は、契約書において定める。 

 

10 権利関係 

(1) 本事業により作成した制作物や成果物は、他社の所有権や著作権を侵すものではな

いこと。 

(2) 本事業に関する所有権や著作権は、原則としてすべて委託者に帰属し、委託者は、受

託者に事前の連絡なく本事業の成果を二次的に利用できるものであること。 

ただし、受託者が従来から権利を有している受託者固有の知識、技術に関する権利等

（以下「権利留保物」という。）については、受託者に留保するものとする。この場合

において、委託者は、権利留保物について当該権利を非独占的に使用できること。 

(3) 受託者は、使用する写真の被写体が人物の場合、あらかじめ肖像権の侵害が生じない

ように対応すること。 

 

11 個人情報の取得・保護・管理等  

(1) 受託者は、本業務の実施上知り得た情報については、秘密を保持するとともに、契約 

目的以外に使用してはならない。また、契約期間終了後も同様とする。 

(2) 受託者は、個人情報の保護については十分に注意し、流出・損失を生じさせないこと。 

(3) 受託者は、成果品（業務の履行過程において得られた記録等を含む。）を第三者に閲

覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、委託者の承諾を得た場合はこの

限りではない。 

 

12 その他 

(1) 受託者は、本事業の実施に当たっては、本仕様書及び提案書に従い実施するものと

し、実施内容の詳細について事前に委託者と協議すること。 

(2) 受託者は、やむをえない事情により、本仕様書の変更を必要とする場合は、予め委託

者と協議のうえ、仕様書変更の承認を得ること。本仕様書に定めのない事項及び本仕様

書に疑義が生じた場合には、委託者と協議すること。 

(3) 受託者は、本仕様書に記載されていない事項については、委託者の指示に従わなけれ

ばならない。 

(4) 受託者は、過去の事業の取組内容について、委託者の必要と認める範囲で情報の提供

を受けることができる。 

(5) 委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、協議のうえ、書面によりこれを定

める。 

(6) 受託者は、受託業務を一括して第三者に委託又は、請け負わせることができないもの

とする。ただし、業務遂行上で必要と思われる業務については、委託者が認める範囲で

業務の一部を委託することができるものとする。 


